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9月23日から調査員が伺いますので
調査にご協力ください！

１０
月
１
日
、国
勢
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
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今
年
の
10
月
１
日
現
在

で
、
全
国
い
っ
せ
い
に
平

成
17
年
国
勢
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
に

住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人

を
対
象
と
し
て
行
う
大
規

模
な
統
計
調
査
で
、
大
正

９
年
よ
り
５
年
ご
と
に
行

わ
れ
て
お
り
、
今
回
は
18

回
目
に
当
た
り
ま
す
。

　

平
成
17
年
国
勢
調
査
は
、

我
が
国
の
人
口
・
世
帯
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
、
国

や
都
道
府
県
・
市
区
町
村

の
行
政
の
基
礎
資
料
と
し
て
、

少
子
高
齢
社
会
へ
の
取
組

や
み
な
さ
ん
の
ま
ち
づ
く

よ
り
よ
い
社
会
を
築
く
た
め
の
大
切
な
調
査

(

人
口
の
転
換
期
に
あ
る
我
が
国
の
最
新
の
実
態)

調
査
票
は
大
切
に
守
ら
れ
ま
す

　

国
勢
調
査
は

９
月
２３
日
か
ら

国
勢
調
査
員
が

各
世
帯
を
訪
問
し
て
調
査
票
を
配
布

し
、
世
帯
で
記
入
し
て
い
た
だ
い
た

後
、
１０
月
１０
日
ま
で
の
間
に
回
収
す

る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
ま
す
。
調

査
す
る
内
容
は
世
帯
全
員
の
男
女
の

別
と
出
生
の
年
月
、
就
業
状
態
、
住

居
の
種
類
な
ど
全
部
で
17
項
目
で
す
。

我
が
国
の
人
口
は
、
一
貫
し
て
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
近
い
う
ち

に
減
少
に
向
か
う
も
の
と
見
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
平
成
17
年
国
勢
調
査
は
、

こ
の
よ
う
な
人
口
の
転
換
期
に
あ
る

我
が
国
の
最
新
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
重
要
な
調
査
で
す
。
調
査
の
結

果
は
、
国
や
都
道
府
県
・
市
町
村
に

お
け
る
都
市
計
画
な
ど
の
各
種
の
計

画
、
経
済
政
策
、
福
祉
施
策
、
雇
用

対
策
、
防
災
対
策
、
生
活
環
境
の
整

備
な
ど
各
種
の
行
政
の
基
礎
資
料
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

  

よ
り
暮
ら
し
や
す
い
未
来
の
姿
を

描
く
た
め
に
、
あ
な
た
の
「
い
ま
」

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

各
世
帯
を
訪

問
し
て
調
査
に

当
た
る
の
は
、

総
務
大
臣
が
任
命
す
る
非
常
勤
の
国

家
公
務
員
で
す
。
調
査
関
係
者
が
調

査
票
に
記
入
さ
れ
た
内
容
を
他
に
漏

ら
し
た
り
、
調
査
票
を
統
計
作
成
の

目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
「
統

計
法
」
に
よ
っ
て
固
く
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

  

ま
た
、
調
査
票
は
外
部
の
人
の
目

に
触
れ
な
い
よ
う
に
厳
重
に
管
理
さ

れ
、
集
計
が
終
わ
っ
た
後
は
溶
解
処

分
さ
れ
、
再
生
紙
と
し
て
利
用
さ
れ

ま
す
。

調査のスケジュール

◆調査票の配布

◆調査票の記入

◆調査票の回収

結果の公表(速報)［12月］

［10月１日現在］

［9月23日から］

［10月10日まで］
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国勢調査に関するお問い合わせは、企画情報課(℡６６・７１１２)まで

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
票
日
は
9
月
１１
日(

日)

問
い
合
わ
せ　

川
越
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

℡
６６
・
７
１
１
３

　衆議院議員総選挙が９月１１日に行われます（公示は８月

１１日）。国政選挙は今後の日本の進路を方向づける上で重

要な選挙です。

　われわれの意思を政治に反映させるため、あ

なたの貴重な一票を大切にし、棄権することな

く、ぜひ投票しましょう。

■投票できる人
　川越町に住所を有する年齢満２０歳以上の日本の国籍を有

する人で、次の二つの要件をみたし、川越町の選挙人名簿に

登録されている人です。

①昭和６０年９月１２日以前に生まれた人

②平成１７年６月１日以前から町内に住所があり、投票日当

　日まで引き続き町内に住所がある人

■6月2日以降の転入者は前住所地の
　　　　　　　　　　　市区町村の投票所で
　平成１７年６月２日以降に町外から川越町に転入した人は、

前住所地の市区町村で投票していただくことになります。前

住所地の選挙人名簿に登録されているかどうかは、前住所地

の選挙管理委員会で確認してください。

■入場券で投票所の確認を
　投票所入場券は、世帯ごとに封書で郵送します。封筒には、

同じ世帯の有権者の入場券が入っています。入場券には投票

所が明記されていますので、投票日には自分の投票所を確認

した上で、各自の入場券を持参してください。入場券に記載

されている投票所以外では投票できません。

■入場券をなくしても投票できます
　投票日までに入場券が届かなかったり、入場券をなくした

りした場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認で

きれば、入場券がなくても投票することができます。

■投票日に都合の悪い人は
　　　　　　　　棄権せずに期日前投票を
　投票日当日、次の理由に該当すると見込まれる人は期日前

投票ができます。

①職務、業務などに従事する人

②用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在  

　する人

③病気、負傷、妊娠など歩行が困難な人

■期日前投票の期間と場所
　それぞれの選挙において、期日前投票ができる期間が異な

ります。

期　間　衆議院議員選挙…８月３１日(水)～９月１０日(土)

　　　　最高裁判所裁判官国民審査…９月４日(日)～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月１０日(土)

　　　　　８月３１日～９月３日までの間は、衆議院議員選

　　　　挙の期日前投票しかできませんのでご注意ください。

時　間　午前８時３０分～午後８時

場　所　川越町役場前期日前投票所

9月23日から調査員が伺いますので
調査にご協力ください！
9月23日から調査員が伺いますので
調査にご協力ください！

▲
調
査
員
は
調
査
員
証
を
携
帯
し
ま
す
！


